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現在日本では、三位一体改革の推進により、中央集権的財政システムから「地方分

権j 的システムへの大転換が図られている。しかし、これまで、国・地方間財政制度

改革の制度設計に際し必須と考えられる「地域特性と各自治体の行政分野をまたがる

歳出配分行動との関係Jに関する実証的把握がなされていない。

そこで、本稿では、近畿 2府 4県の 92市を地域特'性の似通ったクラスターに分類

したうえで、各自治体における「各地方公共財価格Jと「各地方公共財への歳出配分

割合Jの情報を用いてクラスター毎の住民効用関数、すなわち、歳出配分時に想定さ

れている各行政分野のウェイトを推定した。結果、クラスター間での有意な差異の存

在、具体的には、都心クラスターでは商工財、高齢化した高度第 2 次産業化クラスタ

ーや高度高齢化・第 l次産業化クラスターでは商工財や農林水産業財、若年化・第 2

次産業化した都心周辺クラスターや郊外住宅地クラスターでは民生財や教育財に対

するウェイトが相対的に大きくなっている状況等が確認できた。

1. はじめに

現在日本では、国・地方間財政制度において、 2004年度から実施されている三位

一体改革(国庫支出金削減と地方への税源移譲、地方交付税改革)により、明治以

降綿々と続いてきた中央集権的財政システムから「地方分権1J的財政システムへの

大転換が図られている。

ところで、現在改革の対象となっている現行の地方財政においては、地方税、地

本稿の作成にあたり、本誌レフェリーから非常に的確なコメントを頂戴した。また、本稿は、著者が

文部科学省より受けている科学研究費(若手研究 (B) ・課題番号(1 6730170) )による研究成果の一

部である。これらの点につき、併せて感謝の意を表したい。

・連絡先:干 599-8531 大阪府堺市学園町 l番 1号 大阪府立大学経済学部

E-mail:myoshida@eco.osakafu・u.ac.jp
l 地方分権は、地方政府による各地域の選好特性に合わせた地方公共財供給が、中央政府による画一的

供給よりも、効率的である、という Oates(1972)が示した「分権化定理J にその理論的根拠を有する。
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方交付税、地方議与税、国庫支出金、地方債などといった様々な財源2が連携し合っ

てその歳出が賄われている。地方財政についての当該現状を鑑みると、三位一体改

革等の財政制度改革を実行するに際しては、改革を実行する以前に、以下に示した

順序で改革に関する分析を実施しておく必要があると考えられる。そして、当該分

析結果に基づき 各財源の在り方及び規模をどう変更していくのが適切であるかを

判断し、国・地方聞の新しい財政制度を設計していくことが本来求められる改革姿

勢と考えられる。

[1] 現在の国・地方間財政制度の下で、各地方自治体が、それぞれの地域特性を背

景にして、結果的に、各行政分野にどれだけの「ウェイトJを置いて歳出配分を

行っているのか。

[2J 次に、地域毎に確認された[1]のウェイトが、各地域住民の選好や地方公共財が

有する外部経済の内部化等を反映した妥当なものであり、現在の国・地方間財政

制度の下、自治体の歳出配分行動が本来実現すべきウェイトと整合的であるのか

どうか。もし、当該段階で、[I Jで確認されたウェイトと自治体の歳出配分行動

が本来実現すべきウェイトとが整合的でない場合は、一部特定の受益者からの要

請等を受けウェイトが歪められている部分が存在するものと考えられるので、当

該部分に関する財政制度改革(例えば、社会的役割を終え既得権益化した国庫支

出金の廃止や不要不急の事業に対する起債許可の取り止め等)を行う必要がある

であろう。

[3J [2Jに続いて、それぞれの地域特性を背景にして、各地域社会の望まれる将来像

を実現するため、現在のウェイトをどのように変えていくべきなのか。

しかし、現在の改革論議では、そもそも、論議の出発点である[I Jの分析が行われ

ていない。地方歳出の要因分析に関する既存研究をみると、吉村(1 999)や驚藤・

中井 (2000) などのように、地方行政における個別分野毎の歳出額を人口や面積等

の変数により説明するものは存在する。けれども、「地域特性と各自治体の行政分野

をまたがる歳出配分行動との関係」を実証的に把握した分析は存在していないのが

現状である。

2 各財源をその性質により区分すると次のとおり。当該財源の使途に基づき区分した場合、地方税、地

方交付税、地方譲与税等は「一般財源」、国庫支出金、地方債等は「特定財源J と区分される。当該財

源の負担状況に基づき区分した場合、地方税等は「自主財源J 、国庫支出金、地方交付税、地方譲与税、

地方債等は I依存財源J と区分される。
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そこで、本稿では、国・地方間財政制度改革論議の基礎情報を提供することに目

的を絞り、上述した改革論議に関する分析中[1]の分析を実施することとする。具体

的には、近畿 2府 4県の 92市 (2002年度末時点で近畿 2府 4県に存在する全市)

を対象として、地方自治体中、市レベルにおける「地域特性と各自治体の行政分野

をまたがる歳出配分行動との関係」を実証的に明確化する。そして、分析の手順は

次のとおりである。まず、分析対象市を地域特性の似通ったクラスターに分類する。

続いて、各自治体における「各地方公共財価格」と「各地方公共財への歳出配分割

合Jの情報を用いて、クラスター毎の住民効用関数、すなわち、地方行政各分野で

の地方公共財の消費・利用が住民効用に対して有する「ウェイトJ (これが上述の[1]

における「ウェイト」に相当)を推定することにより、「地域特性と各自治体の行政

分野をまたがる歳出配分行動との関係」を明確化する。

なお、ここで、本稿で推定される住民効用関数に関して、既存研究からみたその

位置づけを説明しておく。住民効用関数の推定に関しては、次のとおり多数の先行

研究が存在する。例えば、 Ni( 1995)はアメリカ経済における私的財と公共財からな

る効用関数を推定し両財の代替性を、 Selcuk(1997)は私的財、自国通貨保有、他国

通貨保有により規定される効用関数を推定し高インフレ経済下のトルコにおける自

国通貨と他国通貨保有の代替性を、それぞれ分析している。また、 Beineet al. (2001) 

は私的財と余暇で規定されるアメリカ家計の効用関数を推定している。その他、

Hilton and Vu (1991)は NATO (北大西洋条約機構)諸国にとっての防衛財の性格

を調べるために、私的財、防衛財、その他の公共財から規定される社会厚生関数の

パラメーター推定を実施している。一方、国内では、本間他(1 987)は高齢化、税-

年金制度の効果を分析するために私的財と余暇で規定される効用関数を、林 (1996)

では地方交付税の地域間再分配効果をみるために所得と余暇で規定される効用関数

を、赤木(1 996) は生活基盤型社会資本整備の効率性を検証するために私的財と生

活基盤型の社会資本で規定される効用関数を、上村 (1997) では家計の時系列的な

消費行動を測定するために私的財で規定される効用関数をそれぞれ推定している。

このように効用関数推定に関しては、多数の先行研究が存在するのであるが、地方

公共財を日本の地方行政の担当領域に即して分化させているもの、そして、地域特

性を考慮して地域毎に効用関数を推定しているものは存在しない。よって、本稿で

推定される住民効用関数は、これらの点から、既存研究と異なり新しいタイプの住

民効用関数と言えるであろう。

以下、本稿の構成は次のとおり。第 2節では、地方自治体の歳出配分行動をモデ
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ルで記述し、住民効用関数推定の基礎となる、自治体にとっての各地方公共財への

最適歳出配分割合を導出する。第 3 節では、推定対象である近畿 2 府 4 県の 92 市を

因子分析(factoranalysis)、クラスター分析(clusteranalysis)を用いて、地域特性

が似通ったクラスターに分類する。第 4節では、推定に用いるデータについて解説

する。第 5節では、推定方法を解説し推定結果について分析する。最後に、第 6節

では、本稿で得られた結果をまとめるとともに残された課題を指摘する。

2. 地方自制本σコ行動モデ〉レと各地方:公共財への菊蔵委出配分害 l恰

各地方自治体が政策を決定する際には、「予算制約J の下で、各行政分野における

財・サービスの消費・利用が当該地域住民の効用に対して有する「寄与度J(以下、

「ウェイト」という。そして、これが第 l節の[1 Jにおける「ウェイトJ に相当)と

それら財・サービスを供給する際に要する「費用J (以下、「価格」という)を併せ

て考慮、したうえで、それぞれの効率的な供給量、すなわち、各行政分野への歳出配

分を決定しているはずである。そこで、本節では、各年度における自治体の当該歳

出配分行動をモデルで、記述し、自治体にとっての各地方公共財への最適歳出配分割

合を導出することとする。

自治体の行動をモデル化するにあたり、まず、仮定を記述する。

各地域は同質な住民から構成され、各住民の選好並びに所得は等しいこととする。

よって、住民は代表的個人により表現される。各住民は私的財と地方公共財の消費

から効用を得ているものとし、かつ、各財は全て正常財とする。また、簡単化のた

めに、地方公共財の消費に関して他地域との外部性の排除を可能とする。そして、

各地域には l つの自治体が存在し、住民からの所得税収と国からの財政移転

(transfer)を原資として、当該地域住民の効用を最大化するように地域住民に対し

て地方公共財の最適供給を実施するものとする。所得税は比例所得税を想定してい

るが、その税率は国が決定し各自治体には税率操作権はない3ものとする。

続いて、国からの財政移転を定式化する。国からの財政移転として、支出対象が

特定されない地方交付税を想定する。交付税は、各自治体において、基準財政需要

額一基準財政収入額> 0ならば[基準財政需要額一基準財政収入額]に相当する額

が交付され、基準財政需要額一基準財政収入額く 0ならば不交付とされる。なお、

ここでの基準財政需要額 (SD; 、i は地域を表す。)ならびに基準財政収入額 (SR; ) 

3 ここでは、各地方自治体が法定の標準税率に従っている状況を想定している。
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は以下の 2式により算定されるものとする。

SD; =:L U九STjiHKji+U九RB;HK8;
、、，/

唱

E
A

，，，‘、

SRi =rN/τよ (2) 

(1)式において、 jは地方公共財の種類を表しており、第 n 財まで存在するものと

する。 U九は第j 地方公共財の単位費用を、 ST; iは第 i 自治体の第j 地方公共財に係

る測定単位の値を、 HKjiは第 i 自治体の第j地方公共財に係る補正係数を、 U九は

公債償還4の単位費用を、 RB;は第 i 自治体の公債費償還に係る測定単位の値を、

Hιiは第 i 自治体の公債費償還に係る補正係数をそれぞれ表す。また、 (2)式にお

いて、 r は基準財政収入算入率を、 N;は第 i 地域における住民数を、 7は比例所得

税率を、 L は第 i 地域における各住民の所得を表す。

更に、固からのもう一つの財政移転として、支出対象が特定化される各地方公共

財供給に係る定率の補助金を想定する。ここで、第j 地方公共財の補助率をあ、特

定財源による負担部分を含めない場合の第 i 自治体における第 j 地方公共財の価格

をん、特定財源による負担部分も含めた場合の価格を BP' Vj;で表すこととする o す

ると、第 i 自治体にとっての第j地方公共財の実質価格BP' vjiはBP' Vji= (1- gj)ー1九，に

より表すことができる。ただし、本稿における地方公共財の価格は当該地域におけ

る全住民に当該財の消費を 1 単位増加させるために要する費用とする

続いて、自治体の行動を第 i 自治体の最大化問題として定式化する。まず、第 i

自治体の目的関数たる第 i 地域における社会的厚生関数は以下のとおり。

W; = Ni U; (Xi.Yji;WXi. Wji)， j = 1，…，n (3) 

(3)式において、 Uiは第 i 地域における各住民(代表的個人)の効用関数を、 X;

は第 i 地域における各住民の私的財消費量を、 0i は第 i 地域における第j地方公共

財の供給量(すなわち、各住民にとっての第 j 地方公共財の消費量6) を、 W.t l は私

4 ごこで扱う公債に関する基準財政需要額は、各地方公共財の基準財政需要に算入されないが、 「公債

費J として、別途基準財政需要へ算入される分を指すものとする。

5すなわち、福祉サービスなどの対人的な地方公共財の場合、 rl人あたりの供給単価×住民数J が当該

財の供給価格となる。

6 ここでの地方公共財の消費量は、各住民それぞれが消費できる量を表していることに注意されたい。

すなわち、福祉サービスなどの対人的な地方公共財であるならば、各住民それぞれに供給される量を表
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的財消費の効用ウェイトを、 Wjiは第j 地方公共財消費の効用ウェイトをそれぞれ表

している。

次に、第 i 地域における資源制約は以下のとおり。

NjP"jXj + I Bp' VjiYji壬N/{1 -r)Ii+Ri (4) 

(4)式において、九は第 i 地域における私的財価格を、 Rj は第 i 自治体におけ

る政策的原資をそれぞれ表している。なお、第 i 自治体における政策的原資 (R; ) 

は交付税交付団体と交付税不交付団体で異なるが、(1)式、 (2)式を用いて定式化す

ると、以下のとおり。

R; = IUPvjSTjiHKj; +UPBRBjHKBj +(l-r)N;rI; +d:. B; + IgjBp' yjiYj; -C; 

=TR/-Cj 

Rj = N/rI/ +d:. B; + IgjBPyjiYjI -C; = TRj -C j 

(5-1) 

(5-2) 

(5- 1)式は交付税交付団体における政策的原資を、 (5-2) 式は交付税不交付団体

における政策的原資をそれぞれ表している。両式において、 Mj は当該年度の第 i 自

治体における[公債発行額一公債費(元利償還額) ]を、 L~=lgjBp' vjiYjiは特定補助金

総額を、 Cは固定的経費(議会費、総務費等)を、 TR/は総歳入額を表している。

次に、 (4)式で表される第 i 地域における資源制約から、第 i 地域における各住

民の私的財消費に関する予算制約は以下のとおりとなる。

N/Pr/X/豆N;(l-r) 1; (6) 

また、 (6)式並びに私的財は正常財であるという仮定を考慮すると、第 i 地域に

おける各住民の私的財消費に関する予算制約は、結局、以下の式で表される。

し、社会的インフラなどの純粋公共財的な地方公共財であるならば、当該地域全体に供給される量を表

している。
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X1=九九1- ，)1; (7) 

一方、 (4)式で表される第 i 地域における資源制約から、第 i 自治体が直面する

地方公共財の供給制約は以下のとおりとなる。

LBfVj;}う，豆 R; (8) 

更に、 (8)式並びに各地方公共財は正常財であるという仮定から、第 i 自治体が

直面する各地方公共財に関する供給制約は以下のとおりとなる。

】乙う~; =B~九九んd例 -1 品S丸g

エエ品SjI = 1 

(9) 

(1 0) 

(9)式において、 Sji は第 i 自治体での第 j 地方公共財への歳出割合(対 R; ) を

表している。また、(1 0)式は各地方公共財への歳出割合の合計は lとなる制約を表

している。

以上の定式化より、最終的に、交付税交付団体である各自治体は最適な地方公共

財供給を実現するために、 (5-1)式、 (7)式、 (9)式、(1 0)式を制約として、交付

税不交付団体である各自治体は同様に (5-2) 式、 (7)式、 (9)式、(1 0)式を制約

として、それぞれ (3)式を最大化させるように各地方公共財への最適な歳出配分割

合 (Sj;. ，j= 1，…，n) を決定していることとなる7。

ここで、各自治体にとっての当該最大化問題を具体的に解くためには、住民(代

表的個人)の効用関数を特定化する必要がある。

住民の効用関数の特定化の候補としては、 Linear関数、 Log-Linear関数、

CES (constant elasticity of substitution)関数、 VES(variable elasticity of 

substitution)関数などいくつか考えられる。しかし、①各地方公共財の需要には他

7 本稿では各自治体の税率操作権を認めていないため、各自治体の問題は、結局、 (4) 式の政策的原資

(R
f

) を各地方公共財分野にどのような割合で振り分けるかを決定することと同値となる。なお、各自

治体が私的財も含めて当該地域の効率的な資源配分を考えられるようにするためには、各自治体に税率

操作権を認め(税率を各自治体の操作変数化し)、各自治体が最適税率も決定できるフレームワークとし

なければならない。
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財の価格(供給費用)が影響を与えると考えていること、② Morisugiand 

Yoshida (1 986)や Ni( 1995)で指摘されているとおり、 Linear関数、 Log-Linear関

数は CES関数の特殊形態であり、 CES関数は前 2者を包含していること、③

Morisugi and Yoshida (1 986)では、居住環境の差異が効用に影響を与え、それを基

に住民が居住地域を選択するモデルを分析したところ、VES型効用関数よりも CES

型効用関数を用いた場合の方が観測値と理論値の一致度が高かったことが示されて

いること、④Ni(1 995)、Selcuk(1997)、Beineet al. (2001)、本間他(1 987)、林(1 996)、

赤木(1 996)など多くの実証研究において CES型効用関数が用いられていること、

といった理由から、本稿においても CES型効用関数を用いることとする。

具体的には、以下のように入れ子 CES(NestedCES)型効用関数を用いて特定化

することとした。
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この特定化の下で、第 i 自治体の最大化問題を解くと、第 i 自治体における第 k

地方公共財への最適歳出配分割合(Sk;")8 を以下のとおり得ることができる。
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3. 推定対象 92市のクラスタリング

本節では、地域特性の似通ったクラスター毎に住民効用関数を推定するための準

備として、推定対象の 92市に対するクラスタリングを実施する。なお、当該クラス

タリングの手順は大きく分けて前半の「因子分析」部と後半の「クラスター分析J

8 この最適歳出配分割合は政策的原資 (R. ) の構造及び多寡による影響を受けないため、交付税交付団

体並びに交付税不交付団体が自らの最大化問題を解くと、第 k 地方公共財への最適歳出配分割合の決定

式として、閉じ(1 2) 式を得ることとなる。
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部の 2段階9となっているため、この段階に沿ってその分析手法と分析結果の解説を

実施する。

3.1 因子分析

各 市の 特性 、すなわち、人口構成、都心・非都心化状況、経済環境を示す指標と

して表 1に示す 11観測変数を選択し、以下の方法により市特性に関する因子分析を

表 1 因子分析に用いた観測変数一覧

指標
特性指標 単位

データ
出所 出所元

No. 年度

総務省自治行政局『住民基本台帳人

人口密度 人/km
2 2001..~財)地方財務協会『市町村別決算状 口要覧』、国土交通省国土地理院側

況調(平成 13年度) ~より著者作成 図部『全国都道府県市区町村別面積
調』

(財)地方財務協会)町村 』『市町村別決算状

2 
若年者人口 2000 況調(平成 13年度 、総務省統計局 総務庁統計局『平成12年国勢調査報
比率 『統計でみる市区 のすがた2004~ 告』

より著者作成

(財)地方財務協会『市町村別決算状
高齢者人口 2000 況調(平成 13年度) ~村、総務省統計局 総務庁統計局『平成12年国勢調査報
比率 『統計でみる市区町 のすがた2004~ 告』

より著者作成

(財)地方財務協会『市町村別決算状

4 
昼夜間人口 2000 況調(平成 13年度)町村』、総務省統計局 総務庁統計局『平成12年国勢調査報
比率 『統計でみる市区 のすがた200d 告』

より著者作成

第l次産業就
2000 .~財)地方財務年度協会『市町村別決算状 総務庁統計局『平成12年国勢調査報5 業人口構成 % 

比
況調(平成13~tt) ~より 告』

第2次産業就
2000 _，~財)地方財務協会『市町村別決算状 総務庁統計局『平成12年国勢調査報

6 業人口構成 % 
上七

況調(平成 13年度) ~より 告』

第3次産業就
2000 ，~財)地方財務協会『市町村別決算状 総務庁統計局『平成12年国勢調査報7 業人口構成 % 

比
況調(平成 13年度) ~より 告』

8 
農業粗生産

百万円
2001 総務省統計局『統計でみる市区町村の 農林水産省大臣官房統計部『生産農

額 すがた2004~ より 業所得統計』

9 
製造品出荷

百万円
2001 総務省統計局『統計でみる市区町村の 経済産業省経済産業政策局『工業統

額等 すがた200dより 計表』

10 
商業年間

百万円 001孟 総務省統0計4~局『統計でみる市区町村の 経済産業省経済産業政策局『商業統
商品販売額 すがた20 より 計表』

課税対象所 (財)地方財務協会『市町村別決算状

11 
f尋 2000 況調(平成 13年度) ~、総務省統計局 日本マーケティング教育センター
(住民 1人あ 百万円 『統計でみる市区町村のすがた2004~ W個人所得指標』

たり) より著者作成

9 当該 2段階手法については、野尻( 1 993) や魯 (2000) に倣っている。
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表2 相関行列の固有値、主成分の寄与率、累積寄与率

主成分No. 固有値
主成分の寄与率

累積寄与率(%)
~ 

1 4. 220 38.364 38.364 

2 2. 397 21. 794 60. 158 

3 1. 757 15.974 76. 132 

4 0.912 8. 294 84.426 

5 0.497 4.521 88.948 

6 O. 397 3.609 92.556 

7 O. 348 3. 160 95. 716 

8 O. 326 2.965 98.681 

9 0.092 0.834 99.516 

10 0.049 0.444 99.960 

11 0.004 0.040 100.000 

表 3 [相関行列一対角行列(対角成分=1) ]の固有値、

因子の寄与率、累積寄与率(回転後)

因子No. 固有値 因子の寄与率(%) 累積寄与率(%)

3.934 35. 766 35. 766 

2 2. 142 19.473 55.238 

3 1. 641 14.921 70. 159 

実施した。

はじめに、観測変量に主因子法による因子分析を実施し因子負荷量の初期解を決

定。ただし、抽出因子数は観測変量の相関行列における 1 以上の固有値数とした。

続いて、主因子法で得られた初期解に基準パリマックス回転を施し因子負荷量を確

定した。この分析結果は表 2、3 に示した。

まず、表 2、3より抽出因子は 3因子であり、その累積寄与率は 70.159%である

ことがわかる。次に、表 4に示す因子負荷量より、各因子を次のとおり定義づけた。

第 1因子は人口密度 (0.596)、若年者人口比率 (0.938)、課税対象所得 (0.530)に

高い正の負荷を持つ一方、高齢者人口比率(一 0.863)、第 1次産業就業人口構成比

(一 0.821)、農業粗生産額 (-0.475)に高い負の負荷を持つことから、第 l因子は

「人口構造因子(正の方が若年化・人口密度高度化、負の方が高齢化・第 1次産業

化)Jと定義した。第 2因子は昼夜間人口比率 (0.594)、製造品出荷額等 (0.967)、

商業年間商品販売額 (0.821)に高い正の負荷を持つことから、第 2因子は「経済活
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表 4 観測変量と各因子聞の因子負荷量(回転後)

変 数 名 第l因子 第2因子 第3因子

人口密度 0.596 0.312 0.089 

若年者人口比率 0.938 0.039 O. 139 

高齢者人口比率 -0.863 0.067 -0.050 

昼夜間人口比率 -0.367 0.594 -0.245 

第1次産業就業人口構成比 -0.821 -0.092 -0.118 

第2次産業就業人口構成比 0.084 -0.025 -0.980 

第3次産業就業人口構成比 O. 350 0.062 0.908 

農業粗生産額 -0.475 0.172 -0.053 

製造品出荷額等 0.114 0.967 0.053 

商業年間商品販売額 0.059 0.821 0.078 

課税対象所得(住民 l人あたり) O. 530 -0. 182 0.485 

注)上記因子負荷量は、主因子法で求めた初期解に基準パリマックス法による回転を施し
て得られたもの。

動拠点化因子(正の方が経済活動拠点化) Jと定義したヘ第 3因子は第 3次産業就

業人口構成比 (0.908)、課税対象所得 (0.485) に高い正の負荷を持つ一方、第 2

次産業就業人口構成比 (-0.980)に高い負の負荷を持つことから、第 3因子は「第

3 次第 2 次産業就業構造因子(正の方が第 3 次産業就業化、負の方が第 2 次産業就

業化)Jと定義した。

3.2 クラスター分析

本小節においては、前小節の因子分析の結果得られた各市の各因子得点(第 1'"'"

第 3 因子得点)に対してクラスター分析を適用し推定対象 92 市のクラスタリングを

実施した。なお、クラスター分析は、距離測度に平方ユークリッド距離、クラスタ

リング法に Ward法を採用した階層的計算方法により実施した。

クラスター分析の結果、クラスター結合距離を基に 5クラスターを確定した11

そして、各クラスターにおける各因子得点の平均値(表 5) から、各クラスターを

次のとおり定義づけた。まず、第 3 クラスターは第 2 因子得点の平均が全クラスタ

10 通常、直感的には、経済活動拠点では課税対象所得が高くなると考えられる。しかし、吉田・遠藤(1998)
は、東京大都市圏では高所得者が都心部に居住しているのに対して、京阪神都市圏では高所得者が周辺
部に居住していることを実証的に示している。
11 クラスター数の決定には、情報処理損失量に基づく決定と結合距離に基づく決定が考えられるが、本
稿では、福井(1 994)や平津(1 995)に倣い後者を採用した。
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一中最高値であり第 3因子得点の平均が比較的高い値であることから「都心クラス

ター」と定義した。次に、第 2 クラスターは第 3 因子得点の平均が全クラスター中

最低値であり第 1 因子得点の平均が比較的低い値であることから「高齢化した高度

第 2次産業化クラスターJと定義した。次に、第 4クラスターは第 1因子得点の平

均が全クラスター中最低値であることから「高度高齢化・第 1次産業化クラスターJ

と定義した。次に、第 5クラスターは第 3因子得点の平均が全クラスター中最高値

であり第 2因子得点の平均が 2番目に低い値であることから「郊外住宅地クラスタ

ーJ と定義した。最後に、第 1クラスターは第 1因子得点の平均が全クラスター中

最高値であり第 3 因子得点の平均が比較的低い値であることから「若年化・第 2 次

産業化した都心周辺クラスターJ と定義した。なお、各クラスターに所属する具体

的な市は表 6に示した。

表5 各クラスターにおける因子得点の平均値

クラスター 所属市数第 1因子得点第 2因子得点第3因子得点

第 1クラスター 28 0.980 一0.080 -0.577 

第 2クラスター 10 -0.467 -0.334 -1. 618 

第 3クラスター 6 一o.009 2.858 0.498 

第4クラスター 14 -1. 825 ー0.022 0.078 

第 5タラスター 34 0.083 ー0.332 0.831 

表 6 各クラスター所属市

第 1 クラスター 第2クラスター 第 3クラスター 第4 クラスター 第5クラスター

28市 10 市 6市 14 市 34 市

草津市(滋) 奴津市(大) 彦+良市(滋) 京都市(京) 福知山市(京) 大路市{滋) 泉南市(大)

守山市(滋} 藤井寺市(大) 長浜市(滋} 大阪市{大) 舞鶴市(京) 八幡市(京) 大阪狭山市(大)

栗東市(滋) 東大阪市(大) 近江八幡市(滋) 幌市{大) 綾部市(京) 岸和岡市{大) 阪南市(大)

字治市(京) 四陳畷市(大) 八日市市(滋) 神戸市(兵) 宮津市(京) 豊中市(大) 明石市{兵)

亀岡市(京) 交野市(大) 相生市{兵) 姫路市{兵) 洲本市(兵) 池岡市(大) 西宮市(兵)

披陽市(京) 伊丹市(兵) 飽野市(兵) 尼崎市(兵) 盛岡市(兵) 吹田市(大) 芦屋市(兵)

向日市(京) 加古川市(兵) 赤穂市(兵) 篠山市(兵) 高槻市(大) 宝塚市(兵)

長岡京市(1. 0 三木市(兵} 西脇市{兵) 五線市(衆) 貝塚市{大) 川西市(兵)

京田辺市{京) 高砂市(兵) 小野市(兵) 御所市{衆) 枚方市(大) 三岡市(兵)

泉大津市(大) 大和高田市(家) 加西市(兵) 海南市(和) 茨木市(大) 奈良市(奈)

守口市(大) 醤芝市(奈) 有岡市(和) 泉佐野市(大) 大和郡山市(奈)

八尾市{大) 御坊市(和) 富田林市(大) 天理市(奈)

寝屋川市(大) 悶辺市(和) 河内長野市(大) 樋原市(奈)

松原市(大) 新宮市{和) 和泉市(大) 桜井市(家)

大東市(大) 箕面市(大) 生駒市(奈)

柏原市(大) 羽曳野市(大) 和欧山市(和)

門真市{大} 高石市(大) 締本市(和)

注) (滋)は滋賀県、 (京)は京都府、 (大)は大阪府、 (兵)は兵庫県、 (衆)は奈良県、 (和)は和歌山県を表す。
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4. 推定に用いるデータ

次節において、住民効用関数中の地方公共財の消費・利用に関するパラメーター

の推定を実施する。そこで、推定実施の前に、本節において次節の推定に用いるデ

ータについて解説する。

4.1 地方公共財の決定

次節で、の推定に先立つて、まず、住民効用関数で扱う地方公共財の内容を決定し

なければならない。これについては『市町村別決算状況調~ ((財)地方財務協会刊)

中の都市別目的別歳出決算の費目を基に(表 7の第 2列参照のこと)、表 7の第 I

列に示すとおり 7つの地方公共財を定めることとした。

4.2 各地方公共財の歳出配分割合と価格

次に、各地方公共財への最適歳出配分割合を表す第 2節の(1 2) 式を基にした回

帰を行うに際して、「各市における各地方公共財への実際の歳出配分割合」と「各市

における各地方公共財価格」のデータが必要となる。

そこで、前者については『市町村別決算状況調~ ((財)地方財務協会刊)より 1997

'"'-'2002 年度のデータを作成した。後者については『地方交付税制度解説(単位費用

編) ~ ((財)地方財務協会刊)並びに推定対象各市の『市町村分地方交付税算定台帳』

を用いて、 1997'"'-'2002 年度のデータを作成した。なお、後者のデータ作成の詳細は

次小節のとおりである。

表77地方公共財

7地方公共財
7地方公共財に対応する 都市目的別歳出決算費目中

都市目的別歳出決算における費目 固定的経費としたもの

[ 1 J民生財 民生費

[ 2 J衛生財 衛生費 議会費

[3J農林水産業財 農林水産業費
総務費
労働費

[4J商工財 商工費 災害復旧費

[5J消防財 消防費
公債費

諸支出金
[6 J土木財 土木費 前年度繰上充用金

[ 7 J教育財 教育費
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4.3 各地方公共財価格の導出

まず、本稿では、各市の各地方公共財価格 (B ん，}= 1，…，7 )を各市の当該財供給

に係る一般財源が負担する基準財政需要額(地方交付税算定に用いる通常の基準財

政需要額)と特定財源が負担する基準財政需要額との合計額(以下、当該額を「修

正基準財政需要額J という。)とした。なぜなら、この修正基準財政需要額は以下の

2つの特性を有するからである。

特性 1 :各市において人口規模・密度、都市化の程度、公共施設の整備状況、自然

環境などの諸環境が異なるため、同等の地方公共財を供給するにしても市毎

にその価格は異なる。よって、地方公共財の価格設定にはこれらの要因を考

慮、し、市毎に異なる価格を設定する必要があるのだが、基準財政需要額算出

における測定単位の値並びに補正係数を援用するとこれらの要因を考慮、し

た価格設定が可能となる。

特性 2:修正基準財政需要額は、その定義より、各市において標準的な行政を実施

する場合に要する必要経費であり「各地方公共財を標準的に供給する際の価

格j とみなすことができる o

続いて、各市、各地方公共財の修正基準財政需要額の導出方法を説明する。

修正基準財政需要額を導出するためには、まず、表 7に示した 7つの「各地方公

共財に対応する都市目的別歳出決算における費目 j と「基準財政需要における費目」

との対応関係を明らかにする必要がある。これを表 8に示した12

そして、表 8の費目に関する対応関係から、以下の計算式を用いて各市、各地方

公共財の修正基準財政需要額 (1997"-'2002年度分)を導出した。

BPが =E [{基準財政需要の各費目(ー細目)-経常・投資種別-測定単位ごとの“修

正単位費用" } x {基準財政需要の各費目(ー細目)一経常・投資種別-

測定単位ごとの第 i 市における測定単位の値} x {基準財政需要の各費

目(ー細目) -経常・投資種別-測定単位ごとの第 i 市における補正係

数} ] 

12 ただし、表 8 を見ると明らかではあるが、実際に修正基準財政需要額を導出するためには、費目レベ

ルの対応関係だけではなく、費目の下の細目、経常・投資種別、測定単位レベルまで含めた対応関係を

考える必要があることに注意されたい。
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表 8 費目対応表

地方交付税算定時の基準財政需要における費目

費目ー細目 経常・投資種別 測定単位

厚生費一生活保護費 経常 市部人臼

厚生費一社会福祉費 経常 市部人口

投資 市部人口

厚生費一高齢者保健福祉費 経常 65歳以上人口

投資 65歳以上人口

経常 70歳以上人口

7地方公共財に対応する都市目
的別歳出決算における費目

[1] 民生費

(除;災害救助費)

[2] 衛生費

(除;保健所費)

厚生費一保健衛生費

厚生費一清掃費

常

常

資

常

経

経

投

経

[3]農林水産業費 費政-
T』

費
一
業

費

策

一

農

政
費
対
一
一

行
興
全
一
費

の
振
保
一
済

他
画
境
一
経

の
企
環
一
業

そ

一

一

一

産 常

資

常

資

常

資

経

投

経

投

経

投

[4]商工費

産業経済費

ーその他の産業経済費(※)

土木費一港湾費一漁港費

土木費一港湾費一漁港費

農山漁村地域活性化対策費

産業経済費一商工行政費

産業経済費

ーその他の産業経済費(※)

消防費

土木費一道路橋りょう費

常

常

資

一

常

一

常

資

常

資

常

経

経

投

一

経

一

経

投

経

投

経

[5 ]消防費

[6]土木費

(除;空港費)

土木費一港湾費(除;治、港費)

土木費一都市計画費

口

口

口

口

人

人

人

人

農家数

農家数

従業者数

従業者数

漁港係留施設延長

漁港外郭施設延長

第 1 次産業就業者数

人口

従業者数

従業者数

人口

道路面積

道路延長

港湾係留施設延長

港湾外郭施設延長

投資 都市計画区域における人

都市計画区域における人

土木費一公園費 常

常

資

常

資

常

資

常

資

一

常

常

常

資

常

常

常

資

常

常

資

常

常

経

経

投

経

投

経

投

経

投

一

経

経

経

投

経

経

経

投

経

経

投

経

経

土木費一下水道費

土木費ーその他の土木費

その他の行政費

ーその他の諸費

[7]教育費 教育費一小学校費

(除;特殊学校費，大学費)

教育費一中学校費

教育費一高等学校費

教育費ーその他の教育費

人口

都市公園の面積

人口

人口

人口

人口

人口

面積

面積

児童数

学級数

学校数

学級数

生徒数

学級数

学校数

学級数

教職員数

生徒数

生徒数

人口

幼稚闘の児童数

投資 人口

注1)除 ;000 費=基準財政需要における費用計算とうまく対応していないため、固定的経費扱いする費用を表す。

注2)表中(※)の費目については、鉱業従事者数と林業+水産業従事者数の比率により按分する。
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(備考1) r修正単位費用Jとは、通常の単位費用と異なり、一般財源のみならず特定

財源(国庫支出金、使用料・手数料収入等)の負担部分も考慮した単位あたりの

費用。

(備考 2) 上記式において r~J は、第 i 市における第 j 地方公共財の価格を構成す

る「基準財政需要の各費目(一細目)一経常・投資種別一測定単位ごと」の[ {・}

x {・} x {・} ]を合計することを意味している。

(備考 3)修正単位費用のデータは『地方交付税制度解説(単位費用編) ~ ((財)地方

財務協会刊)より著者作成、第 i 市における測定単位と補正係数のデータは各市

における『市町村分地方交付税算定台帳』による。

5. 住民効用関数ノ〈ラメーターの推定方法、推定結果とその分析

5.1 住民効用関数パラメーターの推定方法

まず、第i市の各地方公共財の歳出配分割合を当該市の各地方公共財供給価格に

回帰させるモデルとして、以下に示す非線形連立方程式モデ、ルを用意する。

+ V，I:j ，j，k = 1，...， n， 1 = 2，...， nclus 

上記(1 3)式は第 2節で導出した第i自治体における第k地方公共財への最適歳

出配分割合を表す (12) 式に基づく回帰モデ、ルである。以下、当該(1 3) 式につい

て解説する。

まず、(1 3)式中 nは地方公共財の数を表しており、本稿ではn=7となっている。

また、下添え字lは第lクラスターを示すものであり、 nc/ usはクラスター数を表し

ている。本稿ではnc/ us= 5となっている。

次に、 Wjl + L;:~uS coewjlCD，についてで、ある。当該部分は各地方公共財に関するウ

ェイトパラメーターをクラスター毎に推定するための装置となっており、各パート

の内容は次のとおりである。まず、 Wj1は第 l クラスターにおける第j 財のウェイト

を表すとともに第j 財に関する基準ウェイトを表している。次に、 CD，はクラスタ
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ーダミー変数を表しており、第i市が第lクラスターに属する時は値 1をとり、それ

以外では値ゼロをとる。 coewjI はクラスターダミー変数CD，にかかる係数を表して

いる。よって、当該部分は、第 1クラスターのウェイトを基準ウェイトとしながら、

第 2クラスター以降のウェイトについては、クラスターダミー変数の働きによりク

ラスターが異なることによる影響を加味した形でウェイトを推定するための装置と

なっている。ただし、 ZLIMYjl+zrcO仰ぷ'D，]= 1 という制約が存在するため、最後

の財13のウェイトはwnI+Zfscowl1CDl=l-21IWJI+27smwρ'D ，] とする必要があ

る。

最後に、誤差項Vkiについてであるが、(1 3) 式で表されるん ，k = 1，...， n はシェア

方程式であるため、誤差項Vkiについては以下を仮定する。

E(Vki) =σムk = 1，…，n， COV(Vki， VSi) = E(VkiVSi) =σふk '* s，k = 1，.・ .， n (14) 

続いて、当該非線形連立方程式モデ、ルを用いたパラメーターの推定方法について

解説する。当該非線形連立方程式モデ、ルは自治体における各地方公共財への歳出配

分割合を説明する連立方程式体系(シェア方程式体系)であるため、上述したとお

り各回帰式の誤差項が相関することとなる。そこで、推定方法としては、 Zellner

(1 962)の SUR推定 (SeeminglyUnrelated Regression) 14によることとした。す

なわち、本稿で、用いた推定方法は回帰モデ、ルとして非線形連立方程式モデ、ルを用い

た SUR推定とまとめることができる。

なお、当該非線形連立方程式モデ、ルでは地方公共財の数と等しい n 本の回帰式が

用意されるが、それら n 本の回帰式を同時に推定すると過剰決定となってしまう。

そこで、推定の実施にあたっては回帰式を 1 本落として推定することとする。本稿

においてはn=7であるため、結局計 6本の非線形連立方程式モテ、ルとなる。ただし、

この推定方法では 1"""'6 財のウェイトは推定されるが、 7 財目のウェイトが推定され

ないことになる。そこで、 7財目のウェイトについては、ウェイトに関する制約式

L~=1 [Wj l + L;~~uS coewjlCD， ] = 1 と 1"""'6 財のウェイト推定値を利用して導出することと

13厳密には、全財のうち lつの財についてこの扱いをすればよいわけであり、必ずしも最後の財におい

て当該調整を図る必要はない。しかし、理解が容易である点を鑑み、本稿では最後の財について当該調

整を図ることとした。

14 この推定方法は、端的に言えば、①各回帰式を個別に OrdinaryLe ast Squares推計しその残差から

評価関数の分散・共分散行列を推計する、②①の分散・共分散行列推計値を用いて FeasibleGeneralized 
Le ast Squaresを実施するものである。なお、当該推定方法の詳細については、 Zellner(1962)や Green
(1 997) Ch.15を参照されたい。
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した。

最後に、用意したデータの利用法についてである。

前節において、推定対象 92市における各地方公共財の歳出配分割合と各地方公共

財価格のデータを 1997年度から 2002年度の 6カ年度分用意した。これらのデータ

については、本稿における推定目的・推定手法に鑑み、プールデータとして利用す

ることとする。

5.2 住民効用関数パラメーターの推定結果

以上解説してきた推定方法に則り、(1 3) 式で示される回帰モデルに歳出配分割合

と地方共財価格のデータを代入し、住民効用関数中の地方公共財に関する各パラメ

ーターの推定を行った。推定各ケースに関する説明は表 9 に、推定結果は表 10にそ

れぞれ示した。

表 10の推定結果より、CASE4においては、全てのパラメーターが有意水準 5%、

1%で有意となることがわかる。そのため、本稿においては、 CASE4における推定

結果を次小節での結果分析に用いることとする。

ただし、パラメーター推定結果の分析に入る前に、今回の推定全体に対する留意

点を指摘しておく。表 10より、クラスタリング実施前の CASE1とクラスタリン

グ実施後の CASE2'"'-'4を比べると、後者において、その各回帰式に関する擬似決

定係数が総じて改善されていることがわかる。特に、商工財の改善は顕著である。

しかし、クラスタリング実施後においても、衛生財と消防財の擬似決定係数は低調

であるため、これらの財への歳出配分割合の決定には、ウェイト要因や価格要因(す

なわち基準財政需要額の積算要因)以外の要因を考慮するべきかもしれない。

表9 推定各ケースの説明

クラスタ←ダミー変数を利用せずにパラメーターを推定。つまり、推定対象を
CASEl クラスタリング、せずにパラメーターを推定。

CASE2 クラスターダミー変数を導入し推定。

CASE2の推定結果から、有意水準10%で評価して有意性が棄却されるダミー変数
CASE3 

を外して再推定。

CASE3の推定結果から、有意水準 5%で評価して有意性が棄却されるダミー変数
CASE4 

を外して再推定。
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表 10 パラメーター推定結果

CASEl CASE2 CASE3 CASE4 

パラメーター 推定値 標準
誤差

P値推定値 標準
誤差

P値推定値 標準
誤差

P値推定値 標準
誤差

P値

w11 (民生財) 0.292 0.007 [.000] O. 344 0.041 [.000] O. 338 0.023 [. 000] 0.338 0.023 [. 000] 

∞ew12 一0.097 0.058 [.094] -0. 117 0.020 [.000] 一0.117 0.020 [.000] 

coew13 一O.163 0.084 [.052] ー0.098 0.035 [. 005] 一0.098 0.035 [.005] 

coew14 一O.115 O. 066 [. 082] ーO.115 0.019 [.000] -0. 115 0.019 [.000] 

coew15 ー0.022 0.050 [.660] 

w21 (衛生財) O. 112 0.005 [.000] O. 110 0.016 [.000] O. 120 0.011 [.000] O. 120 0.011 [.000] 

coew22 0.003 0.021 [.896] 

coew23 ー0.064 O. 026 [.014] ー0.053 0.013 [.000] 一0.053 0.013 [.000] 

coew24 0.014 0.028 [.610] 

coew25 O. 010 O. 018 [. 565] 

w31 (農林水産業財 0.063 O. 005 [. 000] O. 030 0.009 [.001] O. 027 0.005 [. 000] O. 027 O. 005 [.000] 

coew32 0.038 0.014 [.008] 0.043 0.011 [.000] 0.043 0.011 [.000) 

coew33 -0.014 O. 023 [.534) 

coew34 O. 104 0.018 [.000] 0.091 0.012 [.000] 0.091 0.012 [.000] 

∞ew35 -0.005 O. 012 [.694) 

w41 (商工財) 0.052 0.007 [. 000] O. 018 O. 005 [.000) 0.018 0.004 [. 000] O. 022 O. 003 [.000] 

coew42 0.098 0.028 [.000] 0.080 0.021 [.000] 0.077 0.021 [.000] 

∞ew43 O. 267 0.072 [.000) 0.232 0.051 [.000] 0.227 0.050 [.000] 

∞ew44 0.053 0.017 [.002] 0.058 0.015 [.000] 0.055 0.014 [.000] 

coew45 0.014 0.008 [.079] 0.006 0.006 [.279] 

w51 (消防財) 0.025 0.002 L 000] O. 027 O. 005 L 000] O. 029 0.004 L 000] O. 029 0.004 [. 000] 

∞ew52 0.003 0.004 [.531] 

coew53 -0.015 0.006 (.010] -0.01l 0.003 [.001] -0.011 0.003 [.001] 

coew54 0.005 O. 006 [. 430] 

coew55 ーO.004 O. 003 [. 237] 

w61 (土木財) 0.326 0.010 L 000] 0.320 0.043 [.000] O. 323 0.021 [.000] O. 323 0.021 [.000] 

coew62 0.070 0.058 [.231] 

coew63 -0.064 O. 101 [.528] 

∞ew64 -0.081 0.073 [.265] 

coew65 O. 050 O. 056 [. 372] 

ρ 0.992 0.120 [.000] 1. 028 0.174 [.000] 0.898 0.140 L 000] 0.894 0.139 [.000] 

eq S1 O.445 0.380 O.372 0.372 
eqS2 0.014 0.044 0.038 0.038 

決擬定似計数
eqS3 0.666 0.691 0.688 0.688 
eqS4 0.017 0.307 0.303 0.298 
eqS5 0.043 0.104 0.073 0.074 
eq S6 0.208 0.198 0.192 0.192 

注1) データ年度は1997~2002年度、サンプル数は545である。途中で市となったものがあるため、サンプル数は
92X6と不一致。

注2) 教育財のウェイトは7つの財にかかるウェイト集計がlとなる制約を用いて導出。

注3) eq S. とは各財に対する歳出配分割合の回帰方程式を表している。

5.3 推定結果の分析

CASE 4の推定結果から、各クラスターにおけるパラメーターの推定結果をまと

め表 11 、図 1 に示した。

まず、推定パラメーターは全て正値をとっているので、 (11) 式で、設定したパラメ
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表 11 各クラスターにおけるパラメーター推定値一覧

クラスター 民生財[Wl) 衛生財[W2]農林[水W産3]業財 商工財 [W4] 消防財[W5] 土木財 [W6] 教育財[W7] ρ 

第 1 クラスター 0.338 0.120 0.027 0.022 0.029 0.323 0.141 0.894 

第2クラスター 0.221 0.120 0.070 0.099 0.029 0.323 0.138 0.894 

第3クラスター 0.240 0.067 0.027 0.249 0.018 0.323 0.076 0.894 

第4クラスター 0.223 0.120 0.118 0.076 0.029 0.323 0.110 0.894 

第5クラスター 0.338 0.120 0.027 0.022 0.029 0.323 0.141 0.894 

※クラスタリングなし 0.292 O. 112 0.063 0.052 0.025 0.326 0.129 0.992 

注) 教育財のウェイトは7つの財にかかるウェイト集計が1となる制約を用いて導出。

図 1 各クラスターにおけるウェイトパラメーター推定値

第 1クラスター

第 2クラスター

第 3クラスター

第 4クラスター

第 5クラスター

0.000 0.100 0.200 0.300 0.4 00 0.500 0.600 0.700 0.800 0.900 1. 000 

|ロ民生財 [Wl]回衛生財[W2]ロ農林水産業財[W3]ロ商工財 [W4]・消防財[W5]国土木財 [W6]回教育財[W7]I 

ーターの符号条件を満たし、効用関数中地方公共財に関する部分は凹関数の性質を

満たしていることがわかる。

次に、地方公共財に関する住民効用関数の地域間差異の存否についてである。こ

れについては、前小節の表 10で既に示されているとおり、土木財を除く各財で、ウ

ェイトに係るダミー変数係数の有意性が認められているため、地域間差異は存在す

るものと推察できる。

続いて、表 11を用いて、財毎に地域間差異の状況を確認し、更に、確認された状

況を生じさせる財毎の経済的背景について考察しておこう。第 1 に、衛生財、消防

財、土木財のウェイトには大きな地域間差異が認められない(土木財は地域間差異

なし)。これは、これらの財が環境衛生、安全、生活関連公共インフラ 15に関する財

15 広域行政を担当する都道府県により供給される土木財は経済環境整備や大規模な生活環境保全のた

めの公共インフラであるが、住民に身近な行政を担当する市町村により供給される土木財は住民の生活
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で純粋公共財に近く対人的な財ではない、基礎的生活基盤のための財でありどの地

域でも同じような財レベルを求められる、といった性格を有するため、そのウェイ

トに地域間差異が強く現れないものと考えられる。しかし、過疎地においては土木

財供給が実質的な所得の再分配機能を果たしている場合も想定できるため、推定対

象に町村を加えた場合、土木財のウェイトに地域間差異が現れるかもしれない。第

2に、農林水産業財、商工財のウェイトには相対的に大きな地域間差異が認められ

る。これは、これらの財が地域経済の活性化を促す財であるため、各地域の産業構

造や景気環境の差異がウェイトの差異に現れるものと考えられる。第 3に、民生財

や教育財のウェイトにはある程度の差異が認められる。これは、これらの財が対人

的な財であること、民生分野において求められる財レベルはその地域における核家

族化の進展に伴う家庭内福祉サービスの弱体化16等に影響を受けること、教育分野

において求められる財レベルはその地域における住民の所得水準等に影響を受ける

ことなどによるものと考えられる。

続いて、同じく表 11を用いて、各クラスターにおけるウェイトの特性を見ておこ

う。第 1(若年化・第 2次産業化した都心周辺)クラスターと第 5(郊外住宅地)ク

ラスターではウェイトに有意な差は存在しない。第 3 (都心)クラスターでは商工

財のウェイトが第 1クラスターに比して大幅に大きくなっている。これは当該クラ

スターが商工業の中心地としての役割を担っていることによると考えられる。ただ

し、このため、当該クラスターでは、その他の財ウェイトが相殺的に減価されてい

る。第 2 (高齢化した高度第 2次産業化)クラスターでは、商工財、農林水産業財

のウェイトが第 1 クラスターに比して大きくなっており、逆に、民生財、教育財の

ウェイトは小さくなっている。第 4(高度高齢化・第 1次産業化)クラスターでは、

農林水産業財、商工財のウェイトが第 1クラスターに比して大きくなっており、逆

に、教育財、民生財のウェイトは小さくなっている。また、これらの結果、第 1ク

ラスターと第 5クラスターでは、民生財と教育財のウェイトが他のクラスターと比

して相対的に大きくなっている。なお、ウェイトに関するクラスター問でのこれら

の差異は第 3 節で実施した因子分析・クラスター分析の結果と整合的であると考え

られる。

関連の公共インフラとなっている。

16驚藤・中井 (2000) では、大家族制が崩壊し核家族化が進展すると(当該現象は地域コミュニティー

が崩壊している地域で起こる)、家庭内福祉サービスが弱体化し、結果、福祉分野の歳出が増加するこ

とを実証的に示している。
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6. まとめと今後の課題

本稿では、近畿 2府 4県の 92市における住民効用関数の推定を通じて、地域特性

と各自治体の行政分野をまたがる歳出配分行動との関係を実証的に明確化した。結

果、地方公共財に関する住民効用関数の地域間差異、すなわち、各地方自治体が、

それぞれの地域特性を背景にして、各行政分野に地域固有(クラスター固有)の「ウ

ェイト」を置いて歳出配分を行っている状況を確かめることができた。

続いて、推定結果から、商工業の中心となっている都心クラスターでは、商工財

のウェイトが他のクラスターと比して大幅に大きく、高齢化した高度第 2次産業化

クラスターや高度高齢化・第 1 次産業化クラスターでは商工財や農林水産業財のウ

ェイトが大きくなっていることがわかった。反面、これらのクラスターでは、若年

化・第 2次産業化した都心周辺クラスターや郊外住宅地クラスターと比して、民生

財、教育財のウェイトが小さくなっていることが確かめられた。一方、衛生財、消

防財、土木財に関するウェイトはクラスター間格差が小さいこともわかった(土木

財については格差が認められなかった)。これは、これらの財が、純粋公共財に近く

対人的な財ではない、基礎的生活基盤のための財でありどの地域でも同じような財

レベルを求められる、といった性格を有するためと考察される。

本稿で明らかにした地域特性と各自治体の行政分野をまたがる歳出配分行動との

関係についての概要は上述のとおりであるが、最後に、残された課題を示す。

まず、本稿で実施した分析自体に関する課題として、以下があげられる。本稿で

は、地方自治体中、市レベルにおける住民効用関数を近畿 2府 4県の 92市を対象と

して推定した。しかし、本稿で、扱った地域特性だけでなく、北海道、東北、関東、

北陸、東海、中国、四国、九州、沖縄といった各地方固有の特性による住民効用関

数への影響の存否と、影響がある場合においてその内容を確認するためには、近畿

以外の地方での推定実施が課題となる。また、本稿では市レベルでの分析を実施し

たが、本稿と同様の分析を、都道府県レベル、町村レベルにおいても実施する必要

があると考えられる。

次に、国・地方間財政制度改革全体を通じた課題として、以下があげられる。本

稿の分析は、第 1節において、 3段階に分けて示した国・地方間財政制度改革に関

する分析の第 1段階の分析、すなわち、各地方自治体が、それぞれの地域特性を背

景にして、実際、各行政分野にどれだけの「ウェイトj を置いて歳出配分を行って

いるのか、についての分析を実施したものである。よって、今後は、当該第 1段階
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の分析で得られた改革論議の基礎情報である「各自治体における各行政分野への歳

出配分の現実ウェイトJ を用いて、残る第 2段階、第 3段階の分析、すなわち、現

実のウェイトが、現行の国・地方間財政制度の下、各自治体の歳出配分行動が本来

実現すべきウェイトと整合的であるのかどうか、についての分析、続いて、各地域

社会の望まれる将来像を実現するため、現在のウェイトをどのように変えていくべ

きか、についての分析を実施していく必要があると考えられる。そして、これらの

分析に基づき、地方財政における各財源の在り方及び規模をどう変更していくのが

適切であるかを判断し、新しい国・地方間財政制度の設計に取り組んでし、かなけれ

ばならないと考えられる。
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